
 

 

議案第８８号 

 

   平成２９年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

 

平成２９年度尼崎市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１８，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０２，４４３，２

２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２９年９月２９日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議88



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

45県 支 出 金 12,401,823 118,000 12,519,823

20県 委 託 金 499,379 118,000 617,379

202,325,220 118,000 202,443,220

　歳　　　出

10総 務 費 15,079,163 118,000 15,197,163

20選 挙 費 349,805 118,000 467,805

202,325,220 118,000 202,443,220

　

補正額

（単位　千円）

計

補正額 計

款 項

歳  入  合　計

　

補正前の額

款 項 補正前の額

歳  出  合　計
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（ 補 正 ３ 号 ）

一 般 会 計

予 算 説 明 書

議88-3



議88-4



議88-5



議88-6



２ 給与費明細書

1,110,503 221,841

242,605

住 居 手 当 通 勤 手 当

762,151146,665

区  　分

-                 

242,605

一 般 職

総 括

補　正　前

補　正　後

扶 養 手 当 地 域 手 当

比　  　較
( - )

-                  

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

49,825補 正 後 282,492 1,110,503 221,841

218,540282,492

211,347218,540

初任給調整

手 当

11,088

11,088211,347474 49,825 1,8624,383,714

4,383,714474178,111 767,662

定 時 制
通 信
教育 手当

1,862

特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

6,620

1,470,354

教 員 特 別

手 当

11,073

11,073

1,470,354

退 職 手 当
産業 教育

手 当

6,620

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

管理 職員
特別 勤務
手 当

23,457,248

36,957 36,957 -               

3,778,715

36,957

10,547,379 9,131,154 19,678,533

10,547,379 9,168,111 19,715,490

給　　料 職 員 手 当

23,494,205

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

3,778,715
2,767

( 86 )

( 86 )

2,767

計

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人） 報　　酬

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

-         -         31,446 5,511-        

備　  　考

比　　較 -          -           -          -       -       -        -            -       -         -         -       

議88-7





一　　般　　会　　計

給　与　費　明　細　書　の　説　明





区 分 増 減 額

千円

職 員 手 当 36,957衆議院議員総選挙等の実施に伴う増加分

一般会計給与費明細書の説明

説 明 備                      考

千円

36,957 特殊勤務手当、時間外勤務手当

給料及び職員手当の増加額の明細

増　 減 　事 　由　 別　 内 　訳


